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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】フレームに貼付された接着シートを剥離する際
の剥離不良を防止するのに好適なシート剥離装置および
シート剥離方法を提供する。
【解決手段】紫外線硬化型の接着剤を介してリングフレ
ーム２Ａに貼付された接着シート２Ｂを剥離する場合、
紫外線照射装置５３が二点鎖線の位置から実線で示す位
置へ移動した後、スライダ５２を介して曲線レール５１
上を移動し、リングフレーム２Ａに貼付された接着シー
ト２Ｂ全体のうちリングフレーム２Ａと接着している部
位に限定して部分的に紫外線を照射する。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギー線硬化型の接着剤を介して被着体に貼付された接着シートを剥離するシート
剥離装置であって、
　前記シート剥離装置は、エネルギー線を照射するエネルギー線照射手段を含み、
　前記エネルギー線照射手段は、前記被着体に貼付された接着シートに対して部分的にエ
ネルギー線を照射すること
　を特徴とするシート剥離装置。
【請求項２】
　前記部分的にエネルギー線を照射した位置を、剥離初期位置として当該接着シートを剥
離すること
　を特徴とする請求項１に記載のシート剥離装置。
【請求項３】
　前記被着体は、前記接着シートを介して半導体ウエハを支持するためのリングフレーム
であり、前記シート剥離装置は、前記半導体ウエハがチップ化されチップが取り去られた
後の接着シートをリングフレームから剥離するものであること
　を特徴とする請求項１または２のいずれかに記載のシート剥離装置。
【請求項４】
　前記シート剥離装置は、前記接着シートに剥離きっかけ部を形成する剥離きっかけ形成
手段を有し、形成された剥離きっかけ部を保持する分離手段によって前記接着シートを保
持して前記フレームから剥離すること
　を特徴とする請求項１または３のいずれかに記載のシート剥離装置。
【請求項５】
　エネルギー線硬化型の接着剤を介して被着体に貼付された接着シートを剥離するシート
剥離方法であって、その剥離前に、前記被着体に貼付された接着シートに対して部分的に
エネルギー線を照射すること
　を特徴とするシート剥離方法。
【請求項６】
　前記被着体は、前記接着シートを介して半導体ウエハを支持するためのリングフレーム
であり、前記シート剥離装置は、前記半導体ウエハがチップ化されチップが取り去られた
後の接着シートをリングフレームから剥離すること
　を特徴とする請求項５に記載のシート剥離方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エネルギー線硬化型の接着剤を介してフレームに貼付された接着シートを剥
離するシート剥離装置とシート剥離方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップ（以下「チップ」と称す）の形成からチップマウント（ボンディン
グ）までの工程を示した公知文献として、例えば特許文献１がある。同文献に記載の工程
においては、紫外線硬化性のテープ材からなるダイシングテープ（４７）を介して半導体
ウエハ（以下「ウエハ（４０）」と称す）をリングフレーム（４８）にマウントした後、
ウエハ４０のダイシングを行う。そして、ダイシングでチップ化されたウエハ（４０）の
裏面（４０ｂ）に貼り付けられている前記ダイシングテープ（４７）に対して、紫外線照
射装置（５０Ｂ）を用いて紫外線を照射することにより、ダイシングテープ（４７）の粘
着力を低下させてから、当該チップ（４１）のピックアップとリードフレーム（５４）へ
のボンディングを行っている。尚、以上の説明においてカッコ内の符号は特許文献１で用
いられている符号である。
【０００３】
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　しかしながら、前記従来工程において、ボンディング等によって必要なチップが取り去
られた後のリングフレーム（４８）は、残存したダイシングテープ（４７）を剥がして再
び使用される。しかし、ダイシングテープ（４７）が、リングフレーム（４８）に接着し
ている部分に十分に紫外線が照射されていなければ、ダイシングテープ（４７）を無理矢
理剥がすこととなるため、リングフレーム（４８）上、特に剥離初期位置にその接着剤が
残ってしまう傾向が強く、リングフレーム（４８）を再利用するには洗浄を行う必要が生
じてしまう。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－６３７９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は前記問題点を解決するためになされたもので、その目的とするところは、被着
体に貼付された接着シートを剥離した際の接着剤残り等を防止するのに好適なシート剥離
装置およびシート剥離方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明のシート剥離装置は、エネルギー線硬化型の接着剤
を介して被着体に貼付された接着シートを剥離するシート剥離装置であって、前記シート
剥離装置は、エネルギー線を照射するエネルギー線照射手段を含み、前記エネルギー線照
射手段は、前記被着体に貼付された接着シートに対して部分的にエネルギー線を照射する
ことを特徴とする。
【０００７】
　前記本発明のシート剥離装置において、前記部分的にエネルギー線を照射する位置を、
剥離初期位置として当該接着シートを剥離するように構成してもよい。
【０００８】
　前記本発明のシート剥離装置において、前記被着体は、前記接着シートを介して半導体
ウエハを支持するためのリングフレームであり、前記シート剥離装置は、前記半導体ウエ
ハがチップ化されチップが取り去られた後の接着シートをリングフレームから剥離するも
のであってよい。
【０００９】
　前記本発明のシート剥離装置において、該シート剥離装置は、前記接着シートに剥離き
っかけ部を形成する剥離きっかけ形成手段を有し、形成された剥離きっかけ部を保持する
分離手段によって前記接着シートを保持して前記フレームから剥離するように構成しても
よい。
【００１０】
　前記目的を達成するために、本発明に係るシート剥離方法は、エネルギー線硬化型の接
着剤を介して被着体に貼付された接着シートを剥離するシート剥離方法であって、その剥
離前に、前記被着体に貼付された接着シートに対して部分的にエネルギー線を照射するこ
とを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係るシート剥離方法において、前記被着体は、前記接着シートを介して半導体
ウエハを支持するためのリングフレームであり、前記シート剥離装置は、前記半導体ウエ
ハがチップ化されチップが取り去られた後の接着シートをリングフレームから剥離するよ
うにしてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、被着体に貼付された接着シートに対して部分的にエネルギー線を照射
する構成を採用したので、被着体と接着シートとの間に介在する接着剤の接着力が十分低
下することから、接着シートや、接着剤の剥離不良がなくなり、接着シートを剥離した際
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の接着剤残りを効果的に防止することができる。また、部分的なエネルギー線の照射であ
るため、その消費電力は小なく、エネルギーの節約も図れる等の作用効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、添付した図面を参照しながら詳細
に説明する。
【００１４】
　図１は本発明のシート剥離装置とシート剥離方法を適用したシート剥離部を含む貼替装
置の正面図、図２はその平面図、図３は図１の貼替装置を構成するエキスパンド部の拡大
側面図、図４は図１の貼替装置を構成するエキスパンド部の拡大平面図、図５は第１の支
持体と第２の支持体の説明図である。
【００１５】
　本発明の貼替装置Ｍは、図５（ａ）（ｂ）のように第１の支持体１に支持されたウエハ
（板状部材）Ｗ（以下、「第１ウエハ体Ｗ１」という）を、同図（ｃ）（ｄ）のように第
２の支持体２に貼り替える装置（以下、第２の支持体２に支持されたウエハＷを「第２ウ
エハ体Ｗ２」という）であり、貼り替え前のウエハＷは、前工程のダイシング工程により
チップ化され、複数のチップＣの状態となって第１の支持体１に支持されている。
【００１６】
　第１の支持体１は、熱収縮可能な接着シート１Ｂがその接着剤によりリングフレーム１
Ａに接着された構造になっており、また、第２の支持体２も同様に接着シート２Ｂがその
接着剤によりリングフレーム２Ａに接着された構造になっている。
【００１７】
　本貼替装置Ｍは、図１、２に示すように、搬送部Ｍ１と、エキスパンド部Ｍ２（エキス
パンド手段）と、第２の支持体供給部Ｍ３（供給手段）と、シート貼合部Ｍ４（貼合手段
）と、シート剥離部Ｍ５（剥離手段）と、で構成されている。
【００１８】
　前記搬送部Ｍ１は、ウエハカセット載置台４３と、多関節ロボット１７と、リングフレ
ーム載置台２６により構成され、複数の第１ウエハ体Ｗ１がウエハカセット３に収納され
てウエハカセット載置台４３に載置されている。多関節ロボット１７は、その自由端側に
設けられた吸着アーム１７Ａによってウエハカセット３から第１ウエハ体Ｗ１を１枚ずつ
取り出して、エキスパンド部Ｍ２へ搬送するようになっている。
【００１９】
　前記エキスパンド部Ｍ２は、前記多関節ロボット１７によって搬送された第１ウエハ体
Ｗ１を受け取るリングフレーム保持部７と、装置フレーム５に取り付けられたエキスパン
ドテーブル６と、ネジ軸１１によって前記リングフレーム保持部７を昇降させる昇降手段
８と、加熱手段２９とを含んで構成されている。これらの構成要素のうち、リングフレー
ム保持部７、エキスパンドテーブル６および昇降手段８がエキスパンド手段４を構成して
いる。
【００２０】
　前記リングフレーム保持部７は、図３に示すように、内向きの保持溝９を有し、その保
持溝９の内側に第１ウエハ体Ｗ１のリングフレーム１Ａが挿入されるように構成されてお
り、エキスパンドテーブル６の両側に配置され、昇降手段８が下降することによってウエ
ハＷのチップＣ間隔を広げるようになっている。
【００２１】
　前記昇降手段８は、図３に示すように、装置フレーム５を上下方向に貫通するネジ軸１
１と、装置フレーム５の下面に軸受部１３によって回転可能に取り付けられたプーリ１２
と、出力軸に駆動用プーリ１６を有するパルスモータ１５と、それらのプーリ１２、１６
に掛け回されたエンドレスベルト１４とで構成され、ネジ軸１１の上端部に前記一対のリ
ングフレーム保持部７が固定されている。これにより、パルスモータ１５の回転によって
ネジ軸１１とリングフレーム保持部７とが上下動し、第１ウエハ体Ｗ１の接着シート１Ｂ
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を所定量引き伸ばし、ウエハＷのチップＣ間隔が広げられるようになっている。また、チ
ップＣ間隔の広がり量を図示しないカメラ等で監視し、チップＣ間隔が所定量となった時
点でリングフレーム保持部７の下降が停止する構成となっている。なお、本実施形態にお
いて、第１ウエハ体Ｗ１の接着シート１Ｂの接着剤（図示省略）は、エネルギー線硬化型
の接着剤として紫外線硬化型のものを使用し、予めウエハＷが貼付された部分に紫外線（
エネルギー線）が照射され、粘着力が低下された状態でウエハカセット３に収納され供給
されるようになっている。これによりチップＣは接着シート１Ｂから容易に剥離できるよ
うになっている。しかし、リングフレーム１Ａに接着している部分は、ピックアップ工程
前においては、エキスパンドを行う関係上、十分な紫外線照射は行われていない。
【００２２】
　前記加熱手段２９は、温風送風装置３０によって構成され、その温風の吹き出し口３０
Ａがエキスパンドテーブル６の下部周囲に複数設けられている（図４参照）。また、吹き
出し口３０Ａは所定方向に傾けるように構成され、各吹き出し口３０Ａから吹き出る温風
が図４矢印で示すように回転し、この回転する温風で第１ウエハ体Ｗ１の接着シート１Ｂ
が満遍なく均等に加熱されるようになっている。さらに、本実施形態では、温風の漏れ防
止と回転促進により第１の支持体１を効率よく加熱できるようにする等の観点から、環状
の隔壁３１を設け、この隔壁３１でエキスパンド状態の第１ウエハ体Ｗ１の外周を囲むよ
うに構成した。
【００２３】
　前記第２の支持体供給部Ｍ３は、図１、２に示すように、前記エキスパンド部Ｍ２の上
方に一部かぶさるように配置され、搬送テーブル１９と、シート貼付手段２５と、第２の
支持体搬送手段１８によって構成されている。
【００２４】
　前記搬送テーブル１９は、その上面がリングフレーム２Ａを吸着保持可能な支持面とさ
れ、また、その下面に取り付けられた図示しないスライダと該スライダの軌道レール４４
とを介して、前記第２の支持体搬送手段１８の下部とシート貼付手段２５の下部とを往復
移動可能に構成されている。本実施形態では、リングフレーム載置台２６から前記多関節
ロボット１７によって、リングフレーム２Ａが１枚ずつ搬送テーブル１９上に供給され、
この状態で搬送テーブル１９がシート貼付手段２５方向へ移動し、当該シート貼付手段２
５によってリングフレーム２Ａ上に接着シート２Ｂが貼付される。
【００２５】
　前記シート貼付手段２５では、図１２に示すように、帯状の剥離シートＲＬに接着シー
ト２Ｂが仮着された原反Ｔを用い、この原反Ｔをピールプレート２７方向に搬送し、ピー
ルプレート２７の先端で剥離シートＲＬを急激に折り返す。これにより、剥離シートＲＬ
から接着シート２Ｂが繰り出され、この繰り出し動作に連動して搬送テーブル１９を移動
させることによって、プレスローラ２８がリングフレーム２Ａに接着シート２Ｂを押圧し
て貼り付けを行う。このような一連の動作によって、シート貼付手段２５は第２の支持体
２を形成する。
【００２６】
　前記第２の支持体搬送手段１８は、吸着パッド２０と、当該吸着パッド２０をＺ軸方向
へ移動する昇降シリンダ２２と、Ｙ軸方向へ移動する単軸ロボット２１とで構成され、搬
送テーブル１９上で形成された第２の支持体２を吸着パッド２０が吸着保持し、エキスパ
ンドテーブル６上でチップＣ間隔を広げた状態で待機している第１ウエハ体Ｗ１上へ第２
の支持体２を搬送する。
【００２７】
　シート貼合部Ｍ４は、前記第２の支持体搬送手段１８を構成する吸着パッド２０間に設
けられ、貼合部材としてのプレスローラ２３Ａと、このプレスローラ２３Ａに対してＺ軸
方向のプレス力を付与するプレス装置２３Ｂと、プレスローラ２３ＡをＹ軸方向へ移動す
るシリンダ２３Ｃにより構成され、第１ウエハ体Ｗ１上へ搬送された第２の支持体２をプ
レスローラ２３ＡによってウエハＷの上面に貼付する（図３参照）。本実施形態において
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は、プレスローラ２３Ａの具体的な構成例として、チップＣ全体の広がり幅より長い弾性
変形可能なローラを採用し、ウエハＷ上面への第２の支持体２の貼付と同時に、ウエハＷ
周辺の第１、第２の支持体１、２の接着シート１Ｂ、２Ｂを互いに貼り合せるようにして
いる（図６参照）。
【００２８】
　以上の貼付と貼り合わせの完了後、ウエハＷの上面に第２の支持体２が貼付された第１
ウエハ体Ｗ１は、図７に示すように、前記加熱手段２９による接着シート１Ｂの加熱と略
同時に前記リングフレーム保持部７が上昇することによって、その第１の支持体１の接着
シート１Ｂがエキスパンド状態から熱収縮を伴いながら開放される。この後、第２の支持
体が貼付された第１ウエハ体Ｗ１は、第１の支持体１を剥離するためにシート剥離部Ｍ５
へ搬送されることとなる。
【００２９】
　前記シート剥離部Ｍ５は、図１、２に示すように、ガイド部材３３と、第１ウエハ体Ｗ
１、第２ウエハ体Ｗ２を搬送するウエハ体搬送手段４５と、エネルギー線照射手段として
の紫外線照射手段４８と、剥離きっかけ形成手段４６と、分離手段４７とを含んで構成さ
れている。
【００３０】
　ガイド部材３３は、前記各リングフレーム保持部７の内向きの保持溝９に連なる溝３３
Ａを有し、装置フレーム４９にスタンド５０を介して固定されている。
【００３１】
　ウエハ体搬送手段４５は、上下シリンダ４１と、この上下シリンダ４１をＸ軸方向にス
ライドさせる単軸ロボット４０と、前記上下シリンダ４１により上下動する一対の爪４２
Ａ、４２Ｂとを備えて構成され、前記一対の爪４２Ａ、４２Ｂの間隔はリングフレーム１
Ａ、２Ａの外径より少し幅広く設けられている。前記単軸ロボット４０により一対の爪４
２Ａ、４２Ｂがエキスパンドテーブル６の上方に移動されると、上下シリンダ４１が下降
し、前記爪４２Ａと爪４２Ｂとの間に、エキスパンド状態から開放され第２の支持体２が
貼り付けられた第１ウエハ体Ｗ１が入り込む。そして、単軸ロボット４０がＸ軸方向へ移
動することにより、第２の支持体２が貼り付けられた第１ウエハ体Ｗ１が、前記ガイド部
材３３に案内されるようにして分離手段４７の上方に位置するようになる。
【００３２】
　紫外線照射手段４８は、図８、図９に示すように、接着シート１Ｂの外周円弧と略同じ
曲率を持つ曲線レール５１と、スライダ５２を介して前記曲線レール５１上を移動可能に
設けられた紫外線照射装置５３とを備えて構成され、当該紫外線照射装置５３が前記接着
シート１Ｂの下面側を所定隙間隔てて図示しない駆動装置によって曲線レール５１上を移
動することにより、接着シート１Ｂ全体のうち、リングフレーム１Ａに接着している部位
に部分的に紫外線を照射するように構成されている。この構成において、紫外線の照射範
囲Ｓ（図１０の網掛で示す範囲）は、剥離初期位置としての剥離きっかけ部５５を形成し
ようとする範囲周辺としている。
【００３３】
　剥離きっかけ形成手段４６は、図１０、図１１のように、回転軸３４の先端に剥離用の
ヘラ３５を取り付けたロータリアクチュエータ３６によって構成され、図示しない移動手
段を介して図１１に示す二点鎖線の位置から実線で示す位置へ移動することにより、ヘラ
３５が第１の支持体１と第２の支持体２との間に入り込むようになっている。そして、ロ
ータリアクチュエータ３６によってヘラ３５を接着シート１Ｂ方向に回転移動することに
より、接着シート１Ｂの一部をリングフレーム１Ａから剥離し、剥離きっかけ部５５を形
成する。
【００３４】
　分離手段４７は、前記剥離きっかけ形成手段４６によって形成された剥離きっかけ部５
５を把持するチャック３７を備えたチャックシリンダ３８と、該チャックシリンダ３８を
Ｘ軸方向へ移動する単軸ロボット３９とで構成され、チャック３７が剥離きっかけ部５５
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を把持した状態で単軸ロボット３９が図１１に示す矢印ｂ方向へ移動することにより、第
１の支持体１の接着シート１Ｂがリングフレーム１Ａから剥離される。
【００３５】
　次に、前記のように構成された貼替装置の全体的な動作について説明する。
【００３６】
　本発明の貼替装置Ｍにおいては、まず、多関節ロボット１７がウエハカセット３から第
１ウエハ体Ｗ１を取り出し、エキスパンド部Ｍ２へ搬送する。搬送された第１ウエハ体Ｗ
１は、リングフレーム１Ａがリングフレーム保持部７の保持溝９に挿入された状態で、エ
キスパンドテーブル６上に配置セットされる。そして、昇降手段８を介してリングフレー
ム保持部７が図３のように下降することにより、第１の支持体１の接着シート１Ｂが引き
伸ばされてエキスパンド状態になり、図示しないカメラ等によってチップＣ間隔の広がり
量を監視し、そのチップＣ間隔が所定量となった時点でリングフレーム保持部７の下降が
停止される。
【００３７】
　その後、第２の支持体供給部Ｍ３のシート貼付手段２５によってリングフレーム２Ａ上
に接着シート２Ｂが貼付された第２の支持体２が形成される。そして、第２の支持体２は
、第２の支持体搬送手段１８により、チップＣ間隔の広がったウエハＷ上に供給され、シ
ート貼合部Ｍ４のプレスローラ２３Ａにより接着シート２ＢがウエハＷの上面に貼り付け
られると同時に、ウエハＷ周辺の接着シート１Ｂと２Ｂとが貼り合わされる（図６参照）
。
【００３８】
　続いて、昇降手段８を介してリングフレーム保持部７が図７のように上昇することによ
り、第１の支持体１のエキスパンド状態が開放される。このとき、温風送風装置３０の吹
き出し口３０Ａから温風が吹き出し、第１の支持体１の接着シート１Ｂは温風の熱によっ
て収縮を伴いながらエキスパンド状態から開放される。
【００３９】
　以上のようにして第１の支持体１のエキスパンド状態を開放する動作が完了した後、爪
４２Ａ、４２Ｂが、第２の支持体２が貼り付けられた第１ウエハ体Ｗ１を間に挟んだ状態
で単軸ロボット４０の動作を介して、分離手段４７の上方まで搬送する。
【００４０】
　次に、紫外線照射装置５３が、図８に示す二点鎖線の位置から実線で示す位置へ移動し
た後、スライダ５２を介して曲線レール５１上を移動し、接着シート１Ｂ全体のうちリン
グフレーム１Ａに接着している部位に部分的に紫外線を照射してから、元の二点鎖線の位
置へ戻る。
【００４１】
　その後、図１１に示すように、ヘラ３５が第１の支持体１と第２の支持体２との間に入
り込んでロータリアクチュエータ３６の回転軸３４が回転することにより、ヘラ３５が剥
離きっかけ部５５を形成する。そして、この剥離きっかけ部５５をチャック３７が掴んで
単軸ロボット３９が移動することにより、第１の支持体１の接着シート１Ｂがリングフレ
ーム１Ａから剥がされ、ウエハＷは第２の支持体２に支持され第２ウエハ体Ｗ２を形成し
て、貼り替えは完了する。剥がされた接着シート１Ｂは廃棄ごみとして図示しない回収手
段に回収される。
【００４２】
　最後に、第２ウエハ体Ｗ２と、接着シート１Ｂが剥がされた第１の支持体１のリングフ
レーム１Ａは、前記爪４２Ａ、４２Ｂに挟まれた状態でエキスパンドテーブル６方向へ返
送され、多関節ロボット１７によって第２ウエハ体Ｗ２は、搬送されて来たウエハカセッ
ト３の所定の位置に収納され、リングフレーム１Ａは、図示しないリングフレーム回収ボ
ックスに収納される。そして、第２ウエハ体Ｗ２を収納したウエハカセット３は、チップ
マウント工程（ボンディング工程）等の次工程へ搬送されることとなる。
【００４３】
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　以上のように、本発明の実施形態を開示したが、本発明はこれに限定されるものではな
い。例えば、前記実施形態では、板状部材としてウエハＷを対象としたが、これに替えて
ガラス、鋼板、または、樹脂材等、その他の板状部材も対象とすることができ、ウエハＷ
はシリコンウエハや化合物ウエハであってもよい。また、板状部材は、円形のものに限ら
ず、多角形状であってもよい。
【００４４】
　更に、リングフレーム１Ａに接着している接着シート１Ｂ全体に対して紫外線照射範囲
を図１０の網掛Ｓで示す領域としたが、これに限定されることなく、リングフレーム１周
に渡って、紫外線を照射するようにしてもよい。要は、接着シート全体に紫外線を照射す
るのではなく、必要な部分に局所的に紫外線を照射するものであればよい。
【００４５】
　また、本実施形態では、貼替装置Ｍのシート剥離部Ｍ５としてシート剥離装置を説明し
たが、これに替えて図１３に示すようなチップＣが図示しないリードフレームにボンディ
ングされた後の接着シート２Ｂを、リングフレーム２Ａから剥離する単体のシート剥離装
置Ｍ６としてもよい。この装置の基本的な構成は、前記シート剥離部Ｍ５と同様であり、
ボンディングの完了によりチップＣがなくなった接着シート２Ｂに対して紫外線を部分的
に照射して、剥離するようになっている。このように単体とすることによって、貼替装置
に限らず、他の装置と組み合わせることが可能となり汎用性が高くなる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明のシート剥離装置とシート剥離方法を適用したシート剥離部を含む貼替装
置の正面図。
【図２】図１の貼替装置の平面図。
【図３】図１の貼替装置を構成するエキスパンド部の拡大側面図。
【図４】図１の貼替装置を構成するエキスパンド部の拡大平面図。
【図５】第１の支持体と第２の支持体の説明図。
【図６】第１の支持体と第２の支持体とを貼り合せるときの動作説明図。
【図７】第１の支持体のエキスパンド状態を開放するときの動作説明図。
【図８】図１の貼替装置を構成するシート剥離部の拡大正面図。
【図９】第１の支持体を図８の矢印ｄ方向から見た一部破断平面図。
【図１０】図１１の矢印ａ方向から見た平面図。
【図１１】剥離きっかけ形成手段を示す部分拡大正面図。
【図１２】シート貼付手段の一例を示した説明図。
【図１３】第２の支持体の接着シートを剥離するためのシート剥離部の拡大正面図。
【符号の説明】
【００４７】
１Ａ　リングフレーム（フレーム）
１Ｂ　接着シート
４６　剥離きっかけ形成手段
４７　分離手段
４８　紫外線照射手段（エネルギー線照射手段）
５５　剥離きっかけ部（剥離初期位置）
Ｃ　チップ
Ｍ　貼替装置
Ｍ５　シート剥離部（シート剥離手段）
Ｍ６　シート剥離装置
Ｗ　ウエハ
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